
介護老人保健施設 エリシオン石木の里 事業所番号　第2950180063号

2021/4改定

要介護 単位 日額 月額（30日） 単位 日額 月額（30日）

1 714単位 733円 21,998円 788単位 809円 24,278円

2 759単位 779円 23,384円 836単位 858円 25,757円
3 821単位 843円 25,295円 898単位 922円 27,667円
4 874単位 897円 26,927円 949単位 974円 29,238円
5 925単位 949円 28,499円 1,003単位 1,030円 30,902円

日額 月額（30日） 日額 月額 日額 月額

1 300円 9,000円 490円 14,700円 0 0

2 390円 11,700円 490円 14,700円 370円 11,100円
3 650円 19,500円 1,310円 39,300円 370円 11,100円
4 1,890円 56,700円 5,000円 150,000円 377円 11,310円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

個室 45,698円 47,084円 48,995円 50,627円 52,199円

多床室 33,278円 34,757円 36,667円 38,238円 39,902円

個室 48,398円 49,784円 51,695円 53,327円 54,899円

多床室 47,078円 48,557円 50,467円 52,038円 53,702円

個室 80,798円 82,184円 84,095円 85,727円 87,299円

多床室 54,878円 56,357円 58,267円 59,838円 61,502円

個室 228,698円 230,084円 231,995円 233,627円 235,199円

多床室 92,288円 93,767円 95,677円 97,248円 98,912円

34単位 1日につき
24単位 1日につき
30単位 1日につき
6単位 1回につき

28単位 1日につき
400単位 1月につき
100単位 1月につき
240単位 リハビリ提供日につき

90単位 1月につき
110単位 1月につき
240単位 リハビリ提供日につき

33単位 1月につき
600単位 1月につき
400単位 1月につき

3単位 1日につき
4単位 1日につき

400単位 1月につき
500単位 １回かぎり
600単位 １回かぎり
400単位 1回かぎり
362単位 月６日限度

80～1650単位から 1日につき
100単位 1月につき
40単位 1月につき
60単位 1月につき
20単位 入所時に1回

239単位 7日限度
480単位 10日限度

10～20単位 1日につき

6単位 1日につき

330円/1日 カット 2,530円

165円/1日 シャンプー 550円

110円/1日 パーマ 3,850円

495円/1袋 ８回 3,960円 毛染め 3,850円

220円/1日 ３０日 6,600円 顔そり 1,100円
55円/1日(1器具) ３０日 1,650円 ベッド上カット 3,080円

29,610円

クリーニング

レンタルテレビ

電気代

１か月（３０日）合計

理美容料金（税込）
日用品費

合計
（３０日）

18,150円おやつ代

教養娯楽費

介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費および加算合計の3.9%

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 基本サービス費および加算合計の1.7%

サービス提供体制強化加算Ⅱ

その他諸費用（税込み）

科学的介護推進体制加算(Ⅰ）
科学的介護推進体制加算(Ⅱ）
安全対策体制加算
所定疾患施設療養費Ⅰ
所定疾患施設療養費Ⅱ
排泄支援加算Ⅰ～Ⅲ

退所時情報提供加算
退所前連携加算Ⅰ
退所前連携加算Ⅱ
施設外泊時費用
ターミナル加算
経口維持加算（Ⅱ）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

入退所前連携加算Ⅰ
入退所前連携加算Ⅱ
認知症専門ケア加算Ⅰ
認知症専門ケア加算Ⅱ
試行的退所時指導加算

経口維持加算(Ⅰ）
経口維持加算(Ⅱ）
短期集中リハビリテーション実施加算
口腔衛生管理加算Ⅰ
口腔衛生管理加算Ⅱ
認知症短期集中リハビリテーション実施加算

その他、施設体制の加算、及び対象者のみに付加される加算
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ
夜勤職員配置加算
初期加算（入所日から30日以内の期間）

療養食加算
経口移行加算

1月の料金目安　①＋②＋③

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

料金表【1割】

入所定員　１００床多床室（４人部屋）２３室　９２床　　個室８室　８床

①施設サービス費
個室 多床室

所得段階
②食費

③居住費
個室 多床室

〈施設サービス費につい

て〉

原則、介護保険サービス

費として、利用料金の１

割が利用者の負担額とな

ります。ただし、所得状

況に応じ２割または３割

負担となる場合がござい

ます。「介護保険負担割

合証」をご確認ください。

※「介護保険負担限度額

認定証」をお持ちの方は、

居住費・食費の自己負担

が軽減されます。

認定証をお持ちでない方

は、一度お住まいの市町


	入所料金表

